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島根県産酒米確保緊急支援事業補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 島根県（以下「県」という。）が交付する島根県産酒米確保緊急支援事業補助金（以下「本補助

金」という。）の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30年法

律第 179 号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）

及び補助金等交付規則（昭和 32 年島根県規則第 32 号。以下「規則」という。）並びにその他の法令

の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。 

（目的） 

第２条 本補助金は、県産酒米の急激な価格高騰の影響を受けている清酒製造事業者に対して、県産

酒米の購入費の一部を補助することにより、清酒製造事業者の経営支援及び県産酒米農家の安定した

収益の確保並びに酒米の生産技術の伝承に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第３条 この要綱における用語の定義は、次の各号の定めるところによる。 

(1)  中小企業者 中小企業基本法（昭和 38年法律第 154号）第２条第１項に掲げる者をいう。 

(2)  清酒製造免許 酒税法（昭和 28年法律第６号）第７条第１項に規定するものをいう。 

(3)  清酒製造事業者 清酒製造免許を保有し清酒を製造する中小企業者をいう。 

（補助対象及び補助額等） 

第４条 知事は補助事業を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として知事が認める

経費について予算の範囲内で補助金を交付する。 

２  補助事業の補助対象事業、補助対象事業者、補助対象経費、補助対象期間、補助額及び補助上限

は、別表のとおりとする。 

３  補助対象経費には消費税及び地方消費税相当額を含まないものとする。 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を申請しようとする者は、別に定める申請期間内に交付申請書（様式第１号）

に必要な書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

（交付の決定） 

第６条 知事は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査

し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助事業者に交付決定を行い、交付決定通知書

（様式第２号）により補助事業者に通知するものとする。 

２ 知事は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。 

３  第１項の規定にかかわらず、知事は、補助金の交付の申請をした者が別紙「暴力団排除に関する

誓約事項」に該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を行わないことができる。 

（申請の取下げ） 

第７条 補助事業者は、第６条第１項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る

補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受領した

日から起算して７日以内に交付申請取下書（様式第３号）により申請の取下げをすることができる。 
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２  前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかった

ものとみなす。 

（変更交付申請） 

第８条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、変更交付申請書（様式第４号）に

より申請し、知事の承認を受けなければならない。 

(1) 事業の実施期間の延長 

(2) 補助金を増額する場合又は 20％を超えて減額する場合 

(3) その他知事が必要と認める場合 

２  知事は、前項の申請があったときは、当該申請の内容を確認し、補助事業者へ回答を通知する。 

（補助事業の中止又は廃止） 

第９条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ補助事業中止

（廃止）申請書（様式第５号）により、知事の承認を受けなければならない。 

２  知事は、前項の申請があったときは、当該申請の内容を確認し、補助事業者へ回答を通知する。 

（遂行状況報告） 

第 10 条 補助事業者は、知事から補助事業の遂行状況等についての報告の指示があった場合は、指定

する期日までに遂行状況報告書（様式第６号）と関係書類を添えて知事に報告しなければならない。 

（実績報告） 

第 11 条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了日から起算して 30 日を経過する日又は

交付決定を受けた日の属する年度の２月末日のいずれか早い日までに実績報告書（様式第７号）に

必要書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

（額の確定） 

第 12 条 知事は、前条の規定による実績報告があったときは、速やかに検査を実施し、補助事業者

へ交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書（様式第８号）により補助事業者へ通知する。 

（補助事業の経理等） 

第 13 条 補助事業者は、補助事業に関する収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくととも

に、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を備え付け、これを補助事業の完了又は廃止した年度

の翌年度から５年間保存しなければならない。 

（補助金の支払） 

第 14 条 知事は、第 12 条第１項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払う

ものとする。ただし、知事が必要と認める場合は、補助金の全部又は一部を概算払することができる。 

２  補助事業者は、前項の規定により、補助金の支払を受けようとするときは、知事へ精算（概算）

払請求書（様式第９号）を知事に提出しなければならない。 

（交付決定の取消） 

第 15 条 知事は、次の各号のいずれかに該当したときは、補助事業に係る補助金の交付の決定の全部

又は一部を取り消すことができる。ただし、第１号の場合は、既に経過した期間に係る部分について

は、取り消すことができない。 
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(1) 補助金の交付決定後の事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなり、

又はその遂行ができなくなったとき（補助事業者の責に帰すべき事情によるときを除く。）。 

(2) 補助事業者が、当該補助金を他の用途へ使用したとき。 

(3) 補助事業者が、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(4) 補助事業者が、当該補助事業に関し、法令、規則又はこれに基づく処分若しくは命令に違反

したとき。 

(5) 補助事業者が、補助金の交付の申請をした者が別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に該当する

と認められるとき。 

２ 前項第２号から第５号までの規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後

においても適用があるものとする。 

（補助金の返還） 

第 16 条 知事は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る

部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めることができる。 

２ 知事は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額が確定した場合において、既にその額を超える

補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めることができる。 

（加算金及び延滞金） 

第 17条 補助事業者は、前条第１項の規定により、補助金の返還を命ぜられたとき（第 15条第１項第

１号に該当して交付の決定が取り消されたことにより補助金の返還を命ぜられたときを除く。）は、

その命令に係る補助金の最後の受領の日（当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超え

るときは当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日）から納付

の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間につい

ては、既納額を控除した額）につき年 10.95 パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しな

ければならない。 

２ 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の

翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年 10.95 パーセントの割合で計算した

延滞金を県に納付しなければならない。 

３ 知事は、前２項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の

全部又は一部を免除することができる。 

（その他） 

第 18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。 
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別表（第４条関係） 

 

補助対象事業 県内に主たる事業所を有する清酒製造事業者が島根県産酒造好適米（※１）を

使用して清酒を製造する事業 

※１ この要綱における酒造好適米とは「農産物検査を行う産地品種銘柄につ

いて」（平成 21 年４月６日付け 20 総食第 1042 号農林水産事務次官通知）別表

３及び別表 13の島根県の欄に掲げられている銘柄をいう。 

補助対象事業者 (1) 県内に主たる事業所を有する清酒製造業者。但し、次のいずれかに該当する

者（みなし大企業）は除く。 

ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業

が所有している中小企業者 

イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有

している中小企業者 

ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占

めている中小企業者 

エ 行済株式の総数又は出資価格の総額をア～ウに該当する中小企業者が

所有している中小企業者 

オ ア～ウに該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総

数の全てを占めている中小企業者 

(2) 別紙「暴力団排除に関する誓約事項」のいずれにも該当しないこと 

(3) 島根県税の未納の徴収金がないこと 

(4) 同一事業において、国又は県の他の補助金の交付を受けていないこと 

補助対象経費 令和７年度島根県産酒造好適米の購入経費 

補助対象期間 令和７年９月１日～令和８年１月 31日 

補助額 

 

価格上昇相当分（※２）×購入数量×１／２ 

ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるもの

とする。 

※２ 島根県産酒造好適米の令和６年産比の価格上昇相当分 

ただし、価格上昇相当分は令和６年産酒造好適米の概算金と令和７年産

酒造好適米の概算金との差額を上限とする。 

補助上限 なし 

 

附 則 

 この要綱は令和７年 10月９日から施行する。 
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（別紙） 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

 

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、補助金の交付の申請をするにあたって、

また、補助事業の実施期間及び完了後においても、下記のいずれにも該当しないことを誓約します。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、

異議は一切申し立てません。 

 

記 

 

１．法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき

又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は

代表者、理事、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

２．役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

３．役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

４．役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を

有しているとき。 


